
基本計画事業　マトリックス
●直接的な効果が期待できる
○二次的、間接的に効果が期待できる

①少子
化対策

②定住
促進

③女性
の活躍
支援

④高齢
者の活
躍支援

⑤経済
活性化

⑥地域
力の向
上

⑦行財
政運営

1
結婚相談業務の充実

● ● ○ ●

2
不妊治療に係る治療費助成を行います

● ● ○ ●

3
妊娠期から産後まで継続してサポートできる事業の
充実を図ります ● ● ○ ●

4
妊婦の健康管理のために、妊婦健診の公費助成を継
続します ● ● ○ ●

5
特別保育（一時・休日・病後児）の継続と支援児保
育の充実を図ります ● ● ○ ○ ●

6

「子ども・子育て支援新制度」に合わせ、幼保のあ
り方を検討するとともに、私立保育園への助成を継
続します

● ● ○ ○

7
私立幼稚園就園奨励事業を継続して、充実させます

● ● ○ ○

8
公私立保育園・幼稚園の保育士・幼稚園教諭の資質
向上に努めます ● ● ○

9
愛児・精華幼稚園を統合し、整備します

● ●

10
老朽化した幼保施設の整備計画を策定し、延命化を
図ります ●

11
子どもの病気を予防し、健やかな発育と発達を支援
するための事業の充実を図ります ● ○ ●

12

子どもの権利を尊重し、すべての子どもが生まれ
育った環境に関係なく、健やかに自立できるよう支
援します

● ○ 〇 ●

13
親育ち４・３・６・３たじみプランに基づき、親子
の良好な関係を築きます ● ○ 〇

14
育児中の親を支援するプログラム（BP、NP）を実施
します ● ● ○

15
地域における子育て支援の場を活用し、親育ち・子
育ちを推進します ● ● ○ 〇 〇 ●

16
核家族化に対応した地域相互支援制度としてのファ
ミリーサポート事業を推進します ● ○ ○ 〇 〇

17
老朽化した児童館・児童センターについて整備方針
を策定します ●

18
青少年の健全育成を推進します

● ○ 〇 〇

19
関係機関との連携を強化し、ひとり親家庭や児童虐
待、DVについて相談支援を行います ● ○

20
学校を使った放課後事業を推進します

● ● ○ ○ ●

安心して子どもを産み育てられるまちづくり

資料２－①

1

市民
委員会
意見

７つの基本的課題
マニ
フェ
スト

通
番 基本計画事業名
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①少子
化対策

②定住
促進

③女性
の活躍
支援

④高齢
者の活
躍支援

⑤経済
活性化

⑥地域
力の向
上

⑦行財
政運営

市民
委員会
意見

７つの基本的課題
マニ
フェ
スト

通
番 基本計画事業名

21

地域の人財を生かし、学校の余裕教室等を利用し
て、放課後等の子どもの活動場所の確保と必要な整
備を行います

● ● ○ 〇 〇 〇 ●

22
きめ細やかな教育を行うために、中学校全学年での3
人程度学級を実施します ● ● ○ ●

23

習慣向上プロジェクトたじみプランに基づき、いき
いき遊び・脳活学習・スキルアップ学習等を推進し
ます

● ● ○ 〇 〇

24
学校給食を充実するとともに食育を進めます

● 〇

25
子どもの健康・体力づくりたじみプランに基づき、
運動が好き・楽しい・得意になる教育を推進します ● ○

26

インクルーシブ教育（支援児包容教育）推進たじみ
プランに基づき、自立に向けた適切な支援を推進し
ます

● ● ○ ●

27
小中学校の英語指導を充実します

● ● ○

28
土曜学習講座「わがまち・多治見市大好き講座」を
推進します ● ● ○ ●

29
調査を拡充し、不登校児童・生徒に対して適切な指
導を行います ● 〇

30
教職員の教育力を充実します

● ● ○

31
地域の「人財」を学校運営に生かします

● ● 〇 〇 〇

32
創意工夫を重ねた特色ある学校づくりを支援します

● ● ○

33
学校施設整備方針を策定します

●

34
学校施設整備方針に基づき、学校施設の整備を進め
ます ●

35
学校施設の非構造部材の耐震化を進めます

●

36
情報教育を推進するため、学校ICT設備を更新します

● 〇

37
調理場整備計画に基づき、学校給食調理場の施設整
備を進めます ● 〇
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基本計画事業　マトリックス
●直接的な効果が期待できる
○二次的、間接的に効果が期待できる

①少子
化対策

②定住
促進

③女性
の活躍
支援

④高齢
者の活
躍支援

⑤経済
活性化

⑥地域
力の向
上

⑦行財
政運営

1
健康寿命の延伸のために、たじみ健康ハッピープラン
に基づき、まち全体での健康づくりを推進します ● ● ● 〇

2
生活習慣病予防や早期発見、重症化予防を推進します

● ● ● 〇

3
地域包括支援センターを拠点として、高齢者の相談支
援体制を充実します ○ ●

4
介護予防・日常生活支援総合事業（新しい総合事業）
を推進します ● ● ●

5
医療と連携して介護サービスの充実を図り、認知症施
策を推進します ○ ●

6
成年後見制度利用支援事業を継続し、高齢者や障がい
者の権利擁護を推進します ●

7
高齢者の見守り活動と在宅支援を推進します

○ ●

8
元気な高齢者の活動を支援する拠点を整備します

● ● 〇 ●

9
老朽化した発達支援センターの整備方針を策定します

○ ●

10
障がい者の地域での生活の場であるグループホーム等
の整備を支援します ●

11
バリアフリーの推進等、市民の福祉に対する意識の高
揚を図ります 〇 ●

12
障がい者の地域生活支援を推進するための地域生活支
援拠点等を整備します ●

13
基幹相談支援センターを設置し、相談支援事業を充実
させます ●

14
療育、保育及び教育の連携を図り、一体的な支援を進
めます ● 〇

15
老朽化した発達支援センターの整備方針を策定します

16
スポーツに親しむ機会を充実させ、豊かなスポーツラ
イフを楽しむ人を拡大します ● 〇 ●

17

幼少期からの豊富なスポーツ体験や競技スポーツ活動
を支援するとともに、指導者の育成と活用を通して競
技力の向上に努めます

● 〇 ● ●

18
既存施設を有効に活用し、スポーツを快適で安全に継
続できる環境を整えます ● 〇 ●

19
星ケ台競技場の二種公認を継続して行います

〇 〇 ●

20
星ケ台運動公園整備計画（スポーツ施設）

〇 ●

21
指定管理者と協力し、医療機器の整備・更新を図りま
す 〇 ●

22
市内医療機関の連携により、夜間休日医療体制の初期
救急医療体制の充実を図ります 〇 ●

資料２－②

マニ
フェス
ト

2 健康で元気に暮らせるまちづくり

通番 基本計画事業名
市民
委員会
意見

７つの基本的課題
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基本計画事業　マトリックス
●直接的な効果が期待できる
○二次的、間接的に効果が期待できる

①少子
化対策

②定住
促進

③女性
の活躍
支援

④高齢
者の活
躍支援

⑤経済
活性化

⑥地域
力の向
上

⑦行財
政運営

1
徹底したワンストップサービスによりさらに企業誘致
を進めます ● ○ ● ●

2
企業立地のための場所づくりを進めます

● ○ ● ●

3
観光誘客に向けた環境を整えます

○ ● ●

4
様々なコンテンツを活用し、多治見の魅力をまるごと
発信します ○ ● ●

5
地域のにぎわい創出を支援します

● ○ ● ●

6
創業や中小企業の振興を支援します

● ○ ●

7
中心市街地の賑わいづくりを支援します

● ○ ●

8
農業者と消費者の触れ合い創出により地産地消を進め
ます ● ●

9
都市型農業としての観光農園への支援の実施、及び担
い手の育成により農業の活性化を図る ● ●

10
安心して子育てをしながら働くことができるようソフ
ト面での環境づくりを推進します ● ○ ● ○ ●

11
美濃焼のブランド力の向上や販路開拓に取り組む積極
的な事業者を支援します ● ○ ● ●

12
産業と文化の両面から美濃焼を活性化する人財を育成
します ● ○ ● ●

13
多治見駅南地区における市街地再開発事業の推進

● ○ ● ●

14
にぎわいのある駅周辺地区の形成に向けて、道路や宅
地の整備を行います ● ○ ●

15
市民を主体とした芸術・文化活動の支援と次世代を担
う人財を育成します ● ○ ● ●

16
国際交流協会、企業及び教育施設等と連携し、多文化
共生を促進します ○ ●

17
指定文化財や埋蔵文化財を保護します

●

18
文化財や民俗資料等を収集・保存し、また調査研究や
普及啓発を行います ● ●

19
新たな市史編纂のための準備を行います

●

資料２－③

マニ
フェス
ト

3 にぎわいと活力のあるまちづくり

通番 基本計画事業名
市民
委員会
意見

７つの基本的課題
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基本計画事業　マトリックス
●直接的な効果が期待できる
○二次的、間接的に効果が期待できる

①少子
化対策

②定住
促進

③女性
の活躍
支援

④高齢
者の活
躍支援

⑤経済
活性化

⑥地域
力の向
上

⑦行財
政運営

1
コンパクトシティの形成に向け、都市計画による規
制・誘導を進めます ●

2
地籍調査を順次実施し、土地の実態把握に努めます

●

3
健全な市街地形成を図るため、土地区画整理事業を幅
広く支援します ●

4

安全で快適な歩行空間を確保するため、駅北土地区画
整理区域内の都市計画道路において、電線類を埋設
（地中化）します

○ ●

5
コンパクトシティの形成に沿った、住宅ストックの整
備、利活用を促進します ● ●

6
建物の耐震診断、耐震補強工事を促進し、安全確保の
取り組みを支援します ●

7

建物の通風、日照の確保や火災時の延焼防止等、道路
の持つ本来の機能を発揮できるよう狭あい道路整備を
促進します

●

8
市営住宅の補完機能として入居者の民間賃貸住宅家賃
補助を実施します ●

9
市営住宅の入居者が良好な住環境の中で生活できるよ
う改修整備します ●

10
老朽化した市営住宅を計画的に用途廃止し集約を進め
ます ●

11
災害に備えて、急傾斜地崩落対策や橋梁の耐震整備及
び河川の改修を順次進めます ● ●

12
河川･ため池等の保全及び水防対策を行います

● ●

13
浸水対策として、市の管理する河川の改修及び流出抑
制施設を整備します ● ●

14
浸水対策実行計画を着実に進めます

● ●

15
中央北分団の車庫併設詰所を整備します

●

16
消防体制を見直し、適正配備します

● ○

17
消防力の充実強化のため、消防車両及び消防資器材の
更新を順次進めます ● ○

18
防火水槽の耐震化を順次進めます

● ●

19
救命率の向上を図るため、救急救命体制を強化し、救
命方法の普及を推進します ○ ●

20
救命率の向上を図るため、市設置のAEDの更新を順次
進めます ○ ●

資料２－④

マニ
フェス
ト

4

通番 基本計画事業名
市民
委員会
意見

７つの基本的課題

安全・安心で快適に暮らせる魅力あるまちづくり
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①少子
化対策

②定住
促進

③女性
の活躍
支援

④高齢
者の活
躍支援

⑤経済
活性化

⑥地域
力の向
上

⑦行財
政運営

マニ
フェス
ト

通番 基本計画事業名
市民
委員会
意見

７つの基本的課題

21
緊急援助隊中部ブロック訓練を実施します

●

22

予防救急普及活動及び救急安心センター事業の展開を
検討し、救急車の適正利用を促進します ●

23
幼少年期における防火防災教育の実施及び小中学校生
徒に対する防火防災教育を実施します ●

24
消防通信指令装置（高機能消防指令システム）の電子
基盤等を定期的に更新します ●

25
通信指令業務の共同運用を研究する

●

26
（仮称）笠原記念公園及び（仮称）住吉区画整理地内
公園の整備をします ● ○ ●

27
住吉区画整理地内で公園、緑地の整備をします

● ○ ●

28
公園施設等の長寿命に取り組みます

● ○ ●

29

公園、児童遊園等の今後の在り方と民間開発に義務付
けている公園、児童遊園、緑地の設置基準の見直しを
検討します

● ○ ●

30
民間開発に義務付けている公園、児童遊園、緑地の設
置基準の見直しを検討します ●

31
コンパクトシティの形成に向け、公共交通のネット
ワークの強化を図ります ● ● ●

32
多治見市バリアフリー基本構想の進捗を評価し、見直
します ●

33

幼児や高齢者に重点を置いた交通安全教育や、地域住
民と連携した交通安全の意識啓発活動を推進します ●

34
高齢者などの交通弱者が安心して通行できる道づくり
を進めます ●

35
コンパクトシティの形成に向け、道路網の整備計画を
見直します ● ●

36
渋滞を緩和し、交通の安全性を高めるため、地域の道
路を改良整備します ●

37

東濃３市のネットワーク機能をさらに強化するため、
富士見町と東町を結ぶ道路（東濃西部都市間連絡道
路）の整備促進を国、県へ要望します

●

38
道路や橋などの効率的な管理計画を見据えた維持・修
繕を実施します ○ ●

39
道路の美化清掃や道路状況の見守り等を行う市民ボラ
ンティアの活動を支援します ●

40

施設の安全性、維持管理体制の質的向上に重点を置
き、水道事業基本計画に基づいた施設整備・更新を推
進します

○ ●
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①少子
化対策

②定住
促進

③女性
の活躍
支援

④高齢
者の活
躍支援

⑤経済
活性化

⑥地域
力の向
上

⑦行財
政運営

マニ
フェス
ト

通番 基本計画事業名
市民
委員会
意見

７つの基本的課題

41
事故や災害に備え、水道施設の耐震化や老朽管の更
新・耐震化を計画的に実施します ○ ●

42
下水道への接続促進や合併処理浄化槽の普及促進によ
り、水環境の保全、健全な行財政運営に努めます ○ ●

43
下水道未普及地区の解消に努めます

●

44
下水道施設の効率化を進めます

○ ●

45
下水道施設の長寿命化対策を進め、施設の有効利用を
図ります ○ ●

46
下水道施設の地震対策を進め、安全・安心な住環境整
備を促進します ●

47
処理場、ポンプ場の更新・改良を計画的に進めます

●

48

風景づくりアドバイザー制度、景観サポーター制度等
を有効に活用し、市民参加による美しい風景づくりを
推進します

● ○ ●

49
良好な広告景観を形成するため、屋外広告物の規制、
誘導をします ● ●

50
風の道構想の実現をめざし、緑のボリュームアップ作
戦、風の道緑化軸の植栽を進めます ● ○ ●

51
民有地緑化や花づくり・花飾りなどの活動を支援しま
す ● ○ ●

52
市民参加により貴重な緑を保全します

● ○ ●

53
市民との協働により身近な里山を保全し、自然と触れ
合える場として整備し活用します ● ○ ●

54
環境基本計画に基づき、市民・事業者・行政の役割分
担のもと、環境保全の取り組みを推進します ○ ●

55

省エネルギーの推進・再生可能エネルギーの導入等に
より、地球温暖化対策を進めるとともに、効果的な高
気温対策について検討を行います

● ●

56
環境教育・学習を推進する「人財」の育成と環境教
育・学習活動の支援を行います ●

57
生物多様性と自然環境の保全に努めます

●

58

まち美化計画に基づき、きれいなまちづくりを進める
とともに、不法投棄・不適正処理対策を進めます ●

59
火葬場周辺の環境保全に努めるとともに、旧火葬場を
解体を実施します ●

60
墓地需要調査を実施、多様化する墓地形態のあり方に
ついて検討します ●

61
循環型社会システム構想の検証をし、さらなるごみ減
量に取り組みます ●

62
ごみ処理施設の長期的な整備方針の検討をします

●
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基本計画事業　マトリックス
●直接的な効果が期待できる
○二次的、間接的に効果が期待できる

①少子
化対策

②定住
促進

③女性
の活躍
支援

④高齢
者の活
躍支援

⑤経済
活性化

⑥地域
力の向
上

⑦行財
政運営

1

公民館や学習館等の生涯学習施設における事業の充実
を図りながら、市民主体の生涯学習活動を支援します ●

2
市民一人ひとりの人権意識を高めるため、人権施策推
進指針に基づき、人権啓発を進めます ●

3
地域単位での福祉活動を充実するため、社会福祉協議
会との連携協力及び支援を行います ●

4
ＮＰＯ、ボランティアなど市民によるまちづくり活動
を支援します ● ● ●

5
自主防犯活動を支援する等、地域の安全向上に努めま
す ● ● ●

6
消防団員の加入促進を計り、地域消防力の強化に努め
ます ● ●

7
災害情報等提供事業

● ●

8
地域力向上災害対策事業

● ● ●

9
防災倉庫設置・改修事業

● ●

10
自主防災活動支援事業

● ● ●

11
地域災害対策支援事業

● ● ●

12
ブロック塀除去事業

● ●

13
防災協定締結事業

● ●

1
総合計画の進行管理、事業評価を行い、評価結果を予
算に反映し、事業を実施します ●

2
行政改革大綱を策定し、行政改革を推進します

●

3
計画的で健全な財政運営の推進

●

4
地方公会計改革に対応した財務書類を作成し、公表し
ます ●

5

広報やホームページ、ラジオ番組などの多様な方法に
より、わかりやすい情報の提供を行い、情報の共有化
を図ります

●

6
市政への市民参加を促進します

●

7
市有施設総合計画に基づき、施設の統廃合を検討し、
実施します ●

資料２－⑤

マニ
フェス
ト

5 市民が互いに助け合い学び合うまちづくり

通番 基本計画事業名
市民
委員会
意見

７つの基本的課題
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①少子
化対策

②定住
促進

③女性
の活躍
支援

④高齢
者の活
躍支援

⑤経済
活性化

⑥地域
力の向
上

⑦行財
政運営

マニ
フェス
ト

通番 基本計画事業名
市民
委員会
意見

8
コンビニ交付等、マイナンバーカードを活用したサー
ビス実施を検討します ●

9
収納方法の多様化や徴収事務の強化により収納率の向
上を図ります ●

10

情報セキュリティ対策の徹底を図るとともに、市民
サービス向上及び行政事務効率向上のため、情報化を
推進します

●

11

「５S」などの新たな視点を取り入れた人財育成基本
計画に基づき「実行・実現」できる人財を育成します ●

12
定員適正化計画を策定し、職員定数の管理を行います

●
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